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協議会・ワーキンググループ・研究会 活動資料 

 

 

２０１６年度一般社団法人日本加工食品卸協会の低炭

素社会実行計画 評価・検証（２０１５年度実績）につい

ての調査票提出の内容骨子 

― 環境数値算定標準化協議会 ― 

（２０１５．４～２０１６．３） 

（提出先：農林水産省食品産業環境対策室） 

 

* 一般社団法人 日本加工食品卸協会の会員数    正会員   １１１社（平成２８年３月末現在） 

 

Ⅰ．温暖化対策（CO2 排出抑制対策） 

１．業界報告概況 

（１）特定荷主（輸配送部門） 

・フォローアップに参加している会員卸数及び売上高（倉出売上高他） 

１０社 ９６，１０２億円（前年比１０４．２％） 

・フォローアップカバー数   正会員の９．０％（10 社／１１１社） 

（旭食品・伊藤忠食品・加藤産業・国分グループ本社・日本アクセス・日本酒類販売・マルイチ産商・三井食品・三菱

食品・ヤマエ久野） 

 

（２）特定事業者（事業場部門） 

・フォローアップに参加している会員卸数及び使用面積（延床面積） 

１７社 ５，１７６，４４５㎡（前年比１１０．４％） 

・フォローアップカバー数   正会員の１５．３％（１７社／１１１社） 

（旭食品・伊藤忠食品・加藤産業・国分関信越・国分グループ本社・国分首都圏・昭和・トーカン・日本アクセス・日本

酒類販売・藤徳産業・マルイチ産商・三井食品・三菱食品・山形丸魚・ヤマエ久野・ユアサ・フナショク） 

 

２．自主行動計画における目標 
 

「地球温暖化」について、加工食品業界における中間流通機能の担い手である我が業界、就中当

協会会員企業は、取引先との協力により、各企業活動に伴うエネルギー消費原単位を基準年度２０

１１年度に対し、２０２０年度においては事業所毎に９５％の水準にすることを目標とする。 

（特定荷主の輸配送・特定事業者の事業場の両部門で） 
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３．目標達成のための取り組み 

（１）特定荷主（輸配送部門） 

・着荷主との取引慣行を見直し、配送頻度を変更 

・最適物流拠点へ再配置して輸配送距離を短縮し、燃料使用量を低減化 

・配送委託先ドライバーに対するエコドライブの啓発・推進 

・車両単位の日々の運行実績を把握し、月次エネルギー使用量を自動計算化 

・ＡＳＰサービスの運行管理システムを委託物流会社に提供 

・共配事業を拡大推進し、業界全体で配送効率を高め CO2 排出量の削減に努める 

・配送距離短縮・積載効率向上により、売上対比の燃費の向上を図る 

・幹線輸送業者との連携による往復荷の確保で空車率を改善 

・小売業への工場直送比率の増加 

・自動配車システムを導入し、配車最適化を図り車両台数を適正化し、配送距離の短縮化を図る 

・拠点完結型の配車から拠点横断型での車両を共有する方式に移行し、実車率の向上を図る 

 

（２）特定事業者（事業場部門） 

・デマンド監視装置の設置による使用エネルギーの見える化の推進 

・窓ガラスへの遮光フィルムの導入 

・ＯＡ機器、照明器具等の省エネ機器への変更 

・長時間離席時のパソコンの電源オフ 

・空調の効率運転、夏季、冬季の室温の設定の徹底化 

・クールビズ、ウォームビズの導入実施と扇風機・サーキュレーターを活用して設定温度の調整 

・太陽光発電パネルの装着と蓄電設備の導入 

・蛍光管の間引き 

・省エネ型冷凍機、製氷機への設備更新 

・ボイラーのエネルギー転換（Ａ重油⇒都市ガス） 

・屋根に遮熱塗料を導入実施 

・一定のデマンド値に近づいた場合には、社内での警告を発し、夏季のピークカットを行う 

・電気保安協会の定期検査時の対応を強化する 

・夏季冷房温度を２８℃、冬季暖房温度を２０℃に設定する 

 

４．エネルギー消費量・ＣＯ２排出量の実績 

（１）特定荷主企業 １０社合計数値 
 

 
2011 年度 

（基準年度） 
2013 年度 2014 年度 2015 年度 

生産高（倉出売上高他:億円） 76,645 億円 89,198 億円 92,192 億円 96,102 億円 

エネルギー消費量（原油換算 kL） 151,015 kL 174,612 kL 180,494 kL 183,110 kL 

エネルギー消費原単位（原油換算/億円） 1.97 1.96 1.96 1.91 

CO2 排出量（t-CO2） 400,961 463,543  479,493 486,474  

CO２排出原単位（t-CO2/億円） 5.23 5.20 5.20 5.06 
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（２）特定事業者企業 １７社合計数値 
 

 
2011 年度 

（基準年度） 
2013 年度 2014 年度 2015 年度 

使用面積 4,433,135 ㎡ 4,771,213 ㎡ 4,689,186 ㎡ 5,176,445 ㎡ 

エネルギー消費量（原油換算 kL） 138,528 kL 152,652 kL 143,988 kL 147,450 kL 

エネルギー消費原単位 
（原油換算/使用面積 100 ㎡） 

3.125 3.200 3.071 2.848 

調整前 CO2 排出量（t-CO2） 233,882 336,333 327,878 323,407 

調整後 CO2 排出量（t-CO2） 204,626 290,503 326,825 320,996 

調整前 CO2 排出原単位（t-CO2/使用面積 100 ㎡） 5.276 7.049 6.992 6.248 

調整後 CO２排出原単位（t-CO2/使用面積 100 ㎡） 4.616 6.089 6.970 6.201 

 

５．２０１５年度のエネルギー消費量・ＣＯ２排出量増減要因分析 

（１）特定荷主（輸配送部門） 

・２０１５年度における加工食品卸業界は、少子高齢化時代に直面し市場規模は縮小傾向となるも

上位集中化が進み、売上高は１０４.２％と増加した。必然的に車両台数も増加し、エネルギー消

費量も増加するも、原単位は配送合理化に取組み、基準年度を下回る。 

（２）特定事業者（事業場部門） 

・加工食品流通は、機能の高度化を目指した、フルライン物流の進展から温度帯管理の物流設備

の増強があり、エネルギー消費量は増加するも、２０１５年度は大手を主体に効率性の高い増床が

あり、エネルギー消費原単位は減少する。 

 

Ⅱ．廃棄物対策 

１．業界報告概況 

(1)食品リサイクル法定期報告対象事業者 

・フォローアップに参加している会員卸数及び売上高   ７社 ７，８６５，８９５百万円 

・フォローアップカバー数   正会員の６．３１％（７社／１１１社） 

（伊藤忠食品・加藤産業・国分グループ本社・日本アクセス・トーカン・三井食品・三菱食品） 

 

２．自主行動計画における目標 
 

事業所毎に発生する廃棄物の発生を抑制して、減量化し、一層の再資源化を進めて、排出物の削

減に努める。特に食品廃棄物については「食品リサイクル法」に定める業種別再生利用等の実施目

標（食品卸売業 ７０％）、発生抑制の目標値（業種別基準発生原単位 ４．７８ｋｇ／百万円 業界

自主管理目標）に向けて取り組む。 

 

 

３．目標達成のための主要な取り組み 

・事務消耗品の廃棄物（特に書類）の発生を極力抑制 

・コピー紙の両面印刷及び縮小印刷による使用量の削減、書類の裏面再活用や社内封筒の複数活

用の推進 
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・電子化による紙類の使用減を図る 

・分別収集による資源リサイクルの推進 

・過剰梱包材・配送資材の廃止依頼 

・流通管理による商品の不良化防止と廃棄処分の減量化 

・「食品リサイクル法」のリサイクル率達成に向けて廃棄物管理の徹底 

①電子マニフェスト化による「見える化」促進 

②廃棄物処理ルートの見直し 

 

４．２０１５年度に実施した廃棄物対策の事例、効果 

・２００７年度に弊協会が作成した「改正食品リサイクル法への対応ガイドライン」及び「産業廃棄物の

処理について」の再改定版を策定し啓蒙・普及活動に取り組む 

・食品廃棄物の発生抑制の業界の自主管理目標として原単位を設定 

・食品廃棄物を循環リサイクルできるよう容器と廃棄物を出来るだけ分別した廃棄物・再資源化量等

の実績 

・需要予測システムを導入し、発注精度向上による滞留在庫の削減 

 

５．食品廃棄物等排出量、および再資源再生利用量等の実績 

（１）食品リサイクル法定期報告対象事業者の合計数値 
 

 2011 年度（9 社） 2013 年度（7 社） 2014 年度（8 社） 2015 年度（7 社） 

食品廃棄物排出量 3,512.0 t 2,515.5 t 2,576.0 t 2,964.4 t 

循環資源再生利用量 1,167.0 t 1,307.6 t 1,379.6 t 1,478.4 t 

再資源化率１ ※1 33.2％ 52.0％ 53.6％ 49.9％ 

再資源化率２ ※2 - - 72.2％ 64.8％ 

売上高合計（百万円） 5,831,223  6,960,920  7,649,459  7,865,895  

発生原単位（kg／百万円） 0.6023  0.3614  0.3368  0.3769  

【註釈】※1 再資源化率 1 は食品廃棄物排出量に占める循環資源再生量の割合を示す 

※2 再資源化率 2 は食品リサイクル法の定める再生利用実施率を指す 

 

６．２０１５年度のエネルギー消費量・ＣＯ２排出量増減要因分析 

・食品リサイクル法の改正から食品廃棄物の排出量の定期報告制度ができ、業界の食品廃棄物排

出量が把握できるようになった。この定期報告事業者の数値を集計して業界の食品廃棄物排出量

としている。２０１５年度は年間食品残渣の発生量が１００ｔを超える事業者が前年より１社減少し、７

社となり、発生原単位も低位に留める。 
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加工食品卸売業の新「低炭素社会実行計画」 
〔一般社団法人日本加工食品卸協会会員における「地球温暖化対策」・「廃棄物対策」〕 

 

はじめに 

１９９９年３月に。社団法人日本加工食品卸協会会員における「地球温暖化対策」の取組みのガイド

ラインとして、「加工食品卸売業の環境自主行動計画」が策定された。この中で、中間流通業としての

卸売業の日常の業務活動を通じて、ＣＯ２の排出抑制をより強く意識し、我が国全体が目指す方向・水

準に当業界も同じ数値目標を明示し、かつ自らチェックしていく姿勢に対する理解を求めた。 

その後、環境関連法律の改定や地球温暖化の危機意識の高揚或いは廃棄物の再資源化の強化な

ど環境問題が著しく進化し、特に、個々企業に自己主張を求める動きが一層強まった。したがってこう

した環境問題の状況変化を踏まえ、また生産と消費を結ぶ中間流通業としての社会的機能発揮が環

境問題においても、その存在価値を高めるものと考えて、改めて協会会員企業が個々の計画にあたっ

てのガイドラインとなる「新環境自主行動計画」を２００８年７月に策定した。 

この「新環境自主行動計画」は、２００６年度を基準年度として２０１１年度における目標を計画したも

のであった。そのため２０１１年度終了後、速やかに２０１２年度から２０１７年度までの新たな「環境自主

行動計画」の策定が必要となりましたが、東日本大震災による原子力発電の見直しから、国のエネルギ

ー政策が大きく変わる可能性があり、環境数値にも大きな影響が出るため、暫定的措置として「暫定版 

新環境自主行動計画」を策定した。 

その後、２０１２年１０月に内閣官房から依頼を受けた経済産業省より、「環境自主行動計画」の後継

に相当する、「低炭素社会実行計画」の様式が配布され、当協会に農林水産省食料産業局食品産業

環境対策室から「低炭素社会実行計画」の記載例を参考に本様式の策定、提出を要請された。当協

会としては行政からのご指導を踏まえて環境数値算定標準化協議会並びに環境問題対応ワーキング

チームで策定に向けての検討を重ね、２０１３年５月に「低炭素社会実行計画」をまとめた。この計画は、

我が国は２０１３年以降の京都議定書第２約束期間には参加しないものの、京都議定書目標達成計画

に基づく自主行動計画の後継であり、今後の産業界における地球温暖化対策の柱として、２０１３年度

以降の「地球温暖化対策の計画」に位置づけされるものであった。 

そしてこのたびＣＯＰ２１「パリ協定」で合意された世界の平均気温上昇幅を産業革命前に比べ２℃よ

りも十分低く抑える。１．５℃未満に押さえるための努力を追及すること。 

また日本の約束草案である、温室効果ガスを２０３０年度に２０１３年度比で▲２６．０％の水準にする

ことを踏まえ、行政からの要請もあり当協会として新たに２０３０年度削減目標に向けた新「低炭素社会

実行計画」をとりまとめた。 
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Ⅰ．温暖化対策 

 

基本スタンス 

「地球の温暖化」について、加工食品業界における中間流通機能の担い手である我が業界､就中当

協会会員企業は、取引先との協力により、各企業活動に伴うエネルギー消費原単位を基準年度

2011 年度に対し、2030 年度においては事業所毎に 95%の水準にすることを目標とする。（特定荷主

の輸配送・特定事業者の事業場の両部門で） 

 

このため、次の対策を計画し実行する。 

＊原単位とは、エネルギー消費量削減目標を立てて管理する場合の基礎となる指標で、加工食品卸

売業では、輸配送部門では倉出売上高、事業場部門では使用面積当たりのエネルギー消費原単

位を基準指標としている。 

 

１．二酸化炭素の排出量の測定 

  ・二酸化炭素の（CO２）の排出量の測定方法 

   エネルギー消費量×平均発熱量×排出係数＝エネルギー使用による二酸化炭素（CO２）排出量 

  ＊排出係数については、地球温暖化対策の推進に関する法律施行例に基づく 

 

２．エネルギー消費原単位の削減 

  エネルギー消費原単位を、毎年基準年度比平均 0.25％づつ削減を目安に、結果として 2030 年度

には 2011 年度比５％減を目標とする 

 

 ◇削減対象エネルギーとは 

  ①電力 ②ガス ③ガソリン･灯油・軽油・重油 

この為各事業所は、エネルギー消費量の削減に繋がるスローガン及び行動マニュアルを作成し、

削減活動を実行する。 

 

 ◇二酸化炭素排出量の削減対策 

・オフィス活動では 

①省エネ設備の導入 

   ②OA 機器、照明器具等の省エネ機器への変更 

   ③ガラスへの遮光フィルム貼付 

   ④空調の効率運転、設定温度の調整 

   ⑤不在場所の消灯やエレベーターの使用制限 

   ⑥営業車両の低公害車導入や効率利用 

・物流活動では 

   ①多頻度小量物流システムの効率化 

   ②商品管理システムの見直し 

   ③輸送トラックの大型化や積載効率向上による物流効率の改善 

   ④共同化による車両数と延べ走行距離数の削減 
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   ⑤流通経路の短縮や物流資材の使用量の削減 

   ⑥調達物流の合理化、配達物流の共同配送化 

   ⑦低燃費車、ハイブリッド自動車等の導入 

   ⑧アイドリングストップ、急発進抑制等による低燃費運転の励行 

 

Ⅱ．廃棄物対策 

事業所毎に発生する廃棄物の発生を抑制して、減量化し、いっそうの再資源化を進めて、排出物

の削減に努める。特に、食品廃棄物については、｢食品リサイクル法｣に定める業種別再生利用等の

実施率目標（食品卸売業：70％）、発生抑制の業界自主目標値（業種別基準発生原単位：

4.78kg/100 万円）に向けて取り組む 

 

◇具体的削減対策 

・オフイス活動では 

①事務消耗品の廃棄物（特に書類）の発生の極力抑制 

②コピー用紙の両面印刷及び縮小使用による使用量の削減、書類の裏面再活用や社内封筒の

複数回活用の推進 

③電子化による紙類の使用減を図る 

④分別収集（容器、紙等）による資源リサイクルの推進 

・物流活動では 

  【川上（仕入先）への対策】 

①過剰梱包材/配送資材の廃止依頼 

②環境に配慮した梱包材/配送材の採用依頼（例：樹脂製パレット、荷崩れ防止用バンド等） 

  【社内での対策】 

①資源物の分別徹底（段ボール、廃プラスチック類、廃棄金属等） 

②資源物リサイクル業者の開拓と資源リサイクル推進 

③環境に配慮した梱包材/配送資材の採用（例：通い箱、樹脂製パレット。荷崩れ防止用バンド等） 

④流通管理による商品の不良化防止と廃棄処分の減量化 

⑤食品残渣の再生利用 

【川下（得意先）への対策】 

①環境に配慮した梱包材/配送資材の採用提案（例：通い箱、樹脂製パレット、荷崩れ防止用バ

ンド等） 

②返品削減 

 

Ⅲ．推進体制の明確化 

低炭素社会実行計画に掲げる目標達成のため、各企業内に「環境問題対策」を担当する部署を

設け、また分掌を明示して、計画の策定と進捗管理を行う。 

全従業員に対する「環境問題」の教育を行い、エネルギー消費量の削減と廃棄物対策の｢環境問

題｣について意識の高揚を図る。 

 

 以上  
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平成２９年度 税制改正等に関する要望書 

平成２８年９月 
一般社団法人 日本加工食品卸協会 

会長 國分  晃 

（税務問題対応Ｗ・Ｇ） 

 

 

１．女性の社会進出・社会構造の変化に対応した税制度の見直し 

・女性の本格的就労意思を尊重した税制度の見直し 

専業主婦世帯を優遇する所得税の配偶者控除を見直し、伝統的家族観や社会構造の変化に

合わせ、女性の社会進出を阻む壁をなくしつつ、結婚や仕事と子育ての両立を支援する税

制度への転換を望む。特に流通業界は、人手不足の状況にあり、働き手の就業調整の元凶

ともなっている控除制度の見直しを望む。 

 

２．企業の生産性向上・成長に資する税制措置 

・投資促進の税制措置 

我が国の GDP の約７割はサービス産業で占められており、我が国経済の成長には、サー

ビス産業の活性化･生産性の向上が不可欠となっている。「日本再興戦略」においても業種

別施策として、先進的なデータ・IT 利活用促進、海外展開、業務改善を求めている。マイ

ナンバーへの対応や流通 BMS の普及拡大などとともに、人手不足が深刻化する中で、生

産性向上に資するＩＴ化・ロボット導入等への支援措置等適用対象設備の拡充を図るべき。 

 

３．企業の活力強化を促す税制 

・印紙税は速やかに廃止すべき 

印紙税は電子商取引やペーパーレス化が進展する中、文書を課税主体とすることに合理性

がなく、時代に即していない税制である。電子化への対応が比較的遅れている特定業界や

中小企業に負担が偏っており、課税上の不公平感が生じている。課税文書の判定が難しく

事務負担が重いこと、一取引について何重にも課税されること等の制度上の問題点も多い。

そのため、印紙税は速やかに廃止すべきである。 

 

４．企業の成長を阻害する税の廃止について 

（１）事業所税は廃止すべき（主に 30 万人以上の都市や政令都市などが課す） 

事業所税は、都市計画税が徴収される中にあって、すでにその目的を達成している。ま

た、都市間の公平性の観点から問題であるとともに、新規開業や事業所の立地等を阻害

する追い出し税となっている。さらに、赤字企業にも課税される事業に対する外形課税

であり、固定資産税との二重負担との指摘もある。課税算出根拠が「事業所面積」「従業

員給与」となっていることから、企業の成長に向けた前向きな活動を阻害している。企

業の成長を阻害している事業所税は、早急に廃止すべきである。 
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（２）法人事業税の外形標準課税の廃止について 

法人事業税の外形標準課税は、企業に固定的な負担を強いることから産業空洞化を招く

とともに「従業員給与」に課税することから雇用の維持を困難にし、「賃金引上げ」を抑

制している。企業の競争力強化や地域活性化を阻害しているため、早急に廃止すべきで

ある。 

      

     ５．消費税引き上げ延期に伴う課題 

（１）消費税 10％への引き上げ 

社会保障制度の持続のため、平成 31 年 10 月の税率引き上げが確実に実施できるよう、

経済環境の整備を推進 

     

（２）消費税引き上げ延期を受け、軽減税率制度の見直し 

  １）軽減税率の対象品目について 

酒を除く全ての飲食料品が一括して対象品目となるが、食品卸が扱う医薬部外品の栄養

ドリンクも食品扱いとして対象品目に加えていただきたい 

                        

（３）区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式への移行は、十分な期間を設定し、

円滑な商取引ができるよう取引伝票の作成イメージから具体的解説を望む 

  

（４）事業者間取引についての経過措置の継続適用及び税込価格への変更を行う場合の端数処理

方式の統一化 

 

（５）円滑な価格転嫁を実現するため消費税転嫁対策特別措置法を延長し、外税表示を認める措

置の恒久化 

 

（６）消費税の仕入れ税額控除制度における 95％ルールの復活 

平成 24 年度より、売上高 5 億円超の事業者において、いわゆる 95％ルールが廃止され

たことに伴い、仕入れ税額控除ができない非課税取引については価格転嫁を行うことが

困難であるため、損税が発生している。また、経営資源が乏しい中小企業者にとっては、

多大な経理事務負担の増加につながっている。円滑な価格転嫁を実現するため、仕入税

額控除における 95％ルールを復活すべきである。 

 

以上 
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経理業務効率化 アンケート結果のご報告 

経理業務標準化協議Ｗ・Ｇ 
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第４０回 異業種交流委員会開催 
 

 

第４０回異業種交流委員会が、１０月６日（金）午後３時から今回の当番団体である全国菓子卸商業

組合連合会の会議室で行われた。弊協会からは奥山専務理事と小竹参与が参加。会議は、全国菓子

卸商業組合連合会の酒井専務理事の司会で始まり、参加団体から提出議題の説明を行い、それぞれ

質疑応答を行った。また今回は特に行政に参加をいただき①賃上げに係る支援策（中小企業庁事業

環境企画課）と②軽減税率対策補助金制度（中小機構 経営支援部）について説明をいただいた。 

各団体からの報告事項は以下のとおり。 

次回開催は、平成２９年２月１０日（金）担当は、（一社）日本医薬品卸売業連合会 

 

（１）（一社）日本加工食品卸協会 

  ・少子高齢化社会に対応する卸マーケティングの方向 

（２）（一社）日本医薬品卸売業連合会 

  ・返品実態調査の集計結果 

  ・セルフメディケーション税制の施行について 

（３）全国医療品卸商連合会 

  ・新製品発売の案内は、メーカーから卸・小売にどの程度のリードタイムで情報公開されているか 

（４）全国米穀販売事業共済協同組合 

  ・一貫パルチゼーションへの取り組みについて 

  ・平成２７年度取引実態調査について 

 

 

 

第４１回 異業種交流委員会開催 
 

 

第４１回異業種交流委員会が、３月２９日（水）午後３時から今回の当番幹事団体である（一社）日本

医薬品卸売業連合会の会議室にて行われた。弊協会からは奥山専務理事と佐野事業部長が参加。

会議は（一社）日本医薬品卸売業連合会の安原賢一氏の司会進行で始まり、出席各団体から提出議

題の報告と質疑が行われた。 

各団体からの報告事項は以下のとおり。 

次回開催は、平成２９年１０月１３日（金）当番幹事団体は、全国医療品卸商連合会 

 

１）（一社）日本加工食品卸協会 

  ①２０１７年流通業界の課題 

  ②卸売業の人材育成のために（厚生労働省委託事業） 

   ・職業能力評価シート、キャリアアップ、活用マニュアルについて 

２）全国米穀販売事業共済協同組合 

  ①農業競争力強化支援法案と業界再編について 
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３）全国医療品卸商連合会 

  ①第１００回東京医療衛生用品フェアについて 

  ②製販共同の返品削減への取組みについて 

  ③情報提供の依頼について 

   ・１０％消費税導入時の軽減税率商材について 

   ・働き方改革について 

４）全国化粧品日用品卸連合会 

  ①卸研研究成果会報告 

   ・「卸が想定するインボイス対応２０１６（軽減税率制度対応）」 

  ②ビッグデータ元年「ＩＤ－ＰＯＳ」の活用で企業が強くなる 

  ③「日用品のインバウンド消費を拡大させる意識と行動２０１６」と２０１７年展望について 

  ④全卸連平成２９年度スローガン ～全卸連！未来への挑戦！！ 

    ・未来型の取引制度を構築しよう 

    ・全卸連の価値を高めよう 

    ・製・配で返品削減に取り組もう 

  ⑤首都圏展示会の開催について（７月７日東京都産業貿易センター台東館） 

５）（一社）日本医薬品卸売業連合会 

  ①大衆薬卸経営の現状について 

  ②セルフケア卸（大衆薬卸）将来ビジョンの概要について 

 

 

支 部 活 動  

平成２８年度 各支部総会及び研修会内容 

 

平成２８年 

・６月６日（月） 中・四国支部 総会及び特別講演会 

講師 流通経済大学流通情報学部教授 工学博士 矢野 裕児氏 

「ロジスティクスの今とこれから～強靭な食品サプライチェーンの構築に向けて～」 

・６月１３日（月） 関東支部 総会及び特別講演会 

講師 国税庁課税部消費税軽減税率制度対応室  

主査 池永 晃造氏 

「消費税軽減税率制度の概要について」 

・６月２２日（火） 東海支部 総会及び中部食料品問屋連盟との合同講演会 

講師 東洋大学経済学部教授 菊池 宏之氏 

「消費者変化と小売業対応を受けての卸売業の課題」 

・６月２７日（月） 東北支部 総会 

・６月２８日（火） 近畿支部 総会 

・７月４日（月） 北陸支部 総会 
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・７月１１日（月） 北海道支部 総会及び講演会 

講師 ネットイヤーグループ（株） 佐々木 裕彦氏 

「オムニチャネル時代における食品スーパーの成長戦略」 

・８月５日（金） 近畿支部・大阪府食品卸同業会共催実務研修会  

講師 真言宗僧侶 川村 妙慶氏 

「１００倍楽しくなる仕事と人生」 

・８月２４日（水） 関東支部 商品研修会 （株）カゴメ那須工場研修 

・８月２５日（木） 東海支部・中部食料品問屋連盟共催 商品セミナー  

①講師 名古屋市防災危機管理局危機管理企画室 加藤 誠司室長 

「南海トラフ地震の被害想定とその対策を規定する計画」について 

②講師 Ｍｉｚｋａｎ ＭＤ 本部製品企画部製品企画１課 赤野 裕文氏 

「知って得するお酢の話」 

・９月１４日（水） 東海支部・中部食料品問屋連盟共催 商品研修会 

①やまみ関西工場 ②ＵＣＣ上島珈琲滋賀工場  

・１０月２４日（月）北陸支部 経営実務研修会 

講師 食品新聞社 東京本社編集局 横田 弘毅氏 

「問屋無用論と卸存在根拠論～社会最適化装置としての食品卸～」 

・１１月２日（水）～４日（金）北海道支部 韓国流通視察 

・１１月７日（月） 九州・沖縄支部 総会及び研修会 

講師 ネットイヤーグループ（株） 佐々木 裕彦氏 

「オムニチャネル時代における食品スーパーの成長戦略」 

・１１月１３日（金） 関東支部 経営実務研修会 

①講師 ＪＰＲ総合研究所主席研究員 永井 浩一氏 

「配送ロットの実態と変化の要因に関する調査研究」 

②講師 ネットイヤーグループ（株） 佐々木 裕彦氏 

「オム二チャネル時代における食品スーパーの成長戦略」 

・１１月１５日（火） 東海支部・中部食料品問屋連盟共催 合同懇談会 

講師 筑波大学院准教授 日本オリンピック委員会理事 山口 香氏 

「柔道と人間力～リオから東京２０２０へ向けて～」 

・１１月１７日（木） 東北支部 経営実務研修会 

講師 流通経済大学流通情報学部 教授 矢野 裕児氏 

「ロジスティクスの今とこれから～強靭な食品サプライチェーン構築に向けて」 

          

平成２９年 

・２月１４日（火） 北海道支部ワーキンググループ交流会 

講師 （株）株式会社帝国データバンク情報部長 篠塚 悟 氏 

「食品業界のトレンド及び倒産状況」 

・２月２３日（木） 近畿支部・大阪府食品卸同業会共催 講演会 

講師 オタフクホールディングス（株）代表取締役社長 佐々木 茂喜 氏  

「広島発・全国へ～ビジョナリー・カンパニーを目指して」 


